
審査基準 

 

１．採択案件の決定方法 

   提出された企画提案書等について，下記により審査を行い，得点が最も高かった企画提案

者を業務委託契約予定者として選定する。 

 

２．審査方法 

（１）企画提案書による審査方法 

   提出された企画提案書の内容に基づき，以下の各項目について各委員が４段階で評価し，

点数化する。 

なお，評価基準は以下のとおり。 

   ４：充分に満たしている 

   ３：概ね満たしている 

   ２：やや満たしていない 

   １：満たしていない 

また，各審査項目において，選定委員の過半数（３名）以上が評価「１点」を付け 

た項目が１つでもあれば不可とする。 

 

 （ア）業務に共通する評価内容 

① 食材の安全確保と安定供給体制が整備されているか。 

② 事故発生時の対応ができるように体制整備されているか。 

③ 安定的に従事できる管理体制が整備されているか。 

④ 本校の要求に対応できるだけの業務実績があるか。 

⑤ 従業員の管理体制と食堂等の衛生管理体制が整備されているか。 

⑥ 改善要求への対応ができるように体制整備されているか。 

⑦ 仕様以外に本校に有意義なアピール点が企画提案者から示されているか。 

⑧ 教育機関における学寮給食業務についての考え方が明確になっているか。 

⑨ 献立作成基準が明確になっているか，また，バランスの取れたものとなっているか。 

⑩ 給食費の取扱いについて，適正な徴収，還付ができる体制が整備されているか。 

⑪ 学校行事等での食事の提供ができるようになっているか。 

⑫ 特別メニューへの対応ができるようになっているか。 

 

  書類選定委員（５名 寮務主事・寮務主事補（２名）・学生課長・学生課長補佐） 

 

３．選定方法 

   書類審査で獲得した点数の合計得点が最も高かった企画提案者を業務委託事業者として選

定する。 

   なお，同点となった場合は，各審査の集計結果において獲得した点数の合計点の高い方を

上位とする。 

   さらに，同点の場合は，評価「１」の多いほうを下位とする。それでも同点の場合は，評

価「４」の多いほうを上位とする。 


